
 

 

 

令和８年第２回東かがわ市議会定例会議案等概要 

 

報 告   ４件 

条 例   ５件 

補正予算  ５件 

当初予算  ５件 

その他   ４件 

人 事   ２件  合計２５件 

 

［予算外議案］ 

（報告） 

報告第１号 地方自治法第１８０条第１項の規定による市長の専決処分の報告につ

いて 

１ 市長の専決処分指定事項第３項による専決処分 

番

号 

専決処分 

年 月 日 

損害 

賠償額 
事故の概要 

１ R8.1.29 114,400円 

令和７年12月１日、財務課の会計年度任用

職員が施設巡視のため、東かがわ市松原 170

番１の松西海岸南側駐車場に庁用車を駐車す

るため進入しようとした際、車両右側面下部

が、駐車場入口付近に設置されていた車止め

ポールと接触し、損傷を与えた事故 

 

報告第２号 令和８年度東かがわ市土地開発公社の事業計画に関する書類の報告に

ついて 

○ 地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、令和８年度東かがわ市土地

開発公社の事業計画について報告するもの。 

 

報告第３号 令和８年度一般財団法人東かがわ市スポーツ財団の事業計画に関する

書類の報告について 

○ 地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、令和８年度一般財団法人東

かがわ市スポーツ財団の事業計画について報告するもの。 

 

報告第４号 東かがわ市新型インフルエンザ等対策行動計画の変更について 

○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法第８条第８項において準用する同条第

６項の規定に基づき、東かがわ市新型インフルエンザ等対策行動計画を変更し

たことについて報告するもの。 

 

 

 



 

 

 

（条例） 

議案第１号 東かがわ市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

○ 職員に支給する通勤手当について、香川県人事委員会の勧告の趣旨に基づき、

改正するもの。 

○ 改正点 

①通勤のため日常的に自動車等を使用する職員に支給する通勤手当の支給上限

額を月額３万７００円から３万６，３００円に引き上げる。 

②使用距離区分毎の金額を規則で定めるよう改正する。 

③新たに、１か月当たりの駐車場等の利用料金に相当する通勤手当を支給でき

るよう改正する。（支給上限額は月額５，０００円とする。支給対象者は規

則で定める。） 

○ 施行期日 令和８年４月１日 

 

議案第２号 東かがわ市証人等の実費弁償支給条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

○ 改正点 

①法令に基づく市の機関の請求により出頭し、参加し、又は出席した証人等に

対する実費弁償について、本市から報酬又は給料の支給を受ける者が、その

職務の関係で証人等となる場合については、実費支給の対象から除くよう改

正する。 

②農業委員会等に関する法律の一部改正により条ずれが生じたため、本条例で

引用している規定について所要の改正を行うもの。 

○ 施行期日 公布の日 

 

議案第３号 東かがわ市インターネット上の誹謗中傷等の防止に関する条例の制定

について 

○ インターネット上の誹謗中傷等の人権侵害を防止し、基本理念を定め、市民の

誰もが被害者にも行為者にもならないよう、市の責務及び市民等の役割を明らか

にするとともに、その施策の基本となる事項を定めるもの。 

○ 施行期日 令和８年４月１日 

 

議案第４号 東かがわ市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

○ 内閣府令である「乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準」の一部が

改正されたことに伴い、同基準に従い、又は参酌して定めている本条例について、

基準どおりに改正するもの。 

○ 主な改正点 

特例保育を行う事業者が、その特例保育を行う事業所において一般型乳児

等通園支援事業を行う場合には、設備及び職員の基準に関する規定を適用し

ないよう所要の改正を行うもの。 



 

 

 

○ 現在、本市に特例保育を行う事業所はない。 

○ 施行期日 令和８年４月１日 

 

議案第５号 東かがわ市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

の制定について 

○ 本市において、令和８年度から乳児等通園支援事業を実施するに当たり、子ど

も・子育て支援法第 54 条の３において準用する同法第 46 条第２項の規定に基づ

き制定するものであり、令和７年11月に公布された内閣府令「特定乳児等通園支

援事業の運営に関する基準」に従い、又は参酌して本条例で、その基準を定める

もの。 

○ 利用定員に関する基準、緊急時等の対応、虐待等の禁止、秘密保持、記録等の

管理など、運営に当たり遵守すべき事項を定める。 

○ 施行期日 令和８年４月１日 

 

 

（その他） 

議案第16号～議案第18号 指定管理者の指定について 

○ 地方自治法第２４４条の２第３項及び東かがわ市公の施設に係る指定管理者の

指定手続等に関する条例の規定に基づき、公の施設について指定管理者を指定し

たいので、同条第６項の規定により、議会の議決を求めるもの。 

 

議案

番号 
公の施設の名称 指定管理者 指定の期間 

16 落合構造改善センター 

東かがわ市落合20番地 

落合営農組合 

代表者 吉田 隆治 

令和８年４月 １日から 

令和13年３月31日まで 

17 
西村中構造改善センタ

ー 

東かがわ市西村1500番地5 

西村中営農組合 

代表者 黒羽 槇市 

令和８年４月 １日から 

令和13年３月31日まで 

18 
大谷地区高齢者・若者

センター 

東かがわ市大谷411番地 

大谷営農組合 

代表者 滝 保人 

令和８年４月 １日から 

令和13年３月31日まで 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

議案第19号 財産の譲渡について（町田自治会） 

○ 預かり財産を無償譲渡することについて、地方自治法第96条第1項第６号の

規定により、議会の議決を求めるもの。 

○ 無償譲渡する財産 

土地  

所 在 地 目 面 積 

東かがわ市町田87番 7 宅地 44.03㎡ 

○ 無償譲渡の相手方 

住所 東かがわ市町田70番地1 

氏名 町田自治会 

会長 朝川 弘規 

 

 

（人事） 

議案第20号 東かがわ市監査委員の選任について 

○ 監査委員三好良治
みよしりょうじ

氏の任期が令和８年５月13日をもって満了することになり、

新たに、久保
く ぼ

勝彦
かつひこ

氏を選任することについて、地方自治法第１９６条第１項の規

定に基づき、議会の同意を求めるもの。任期は令和８年５月 14 日から令和 12 年

５月13日までの４年間。 

 

諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

○ 人権擁護委員河合
か わ い

千津子
ち づ こ

氏の任期が令和８年６月 30 日をもって満了すること

になり、新たに、鍋
なべ

井
い

恵美
え み

氏を推薦することについて、人権擁護委員法第６条第

３項の規定に基づき、議会の意見を求めるもの。任期は、令和８年７月１日から

令和11年６月30日までの３年間。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【予算議案】 

 

(補正予算) 

議案第６号 令和７年度東かがわ市一般会計補正予算（第８号）について 
 

○歳入歳出それぞれ  ９億３，６１６万３千円を減額 

○補正後の予算総額  １９９億７，８８１万１千円 
 

＜主な歳出＞ 

 ①財政調整基金積立金                   ３，３９１万７千円 

   利率の確定による利息分を積立 

②ふるさと納税事業                   ▲３，２５８万９千円 

  本年度寄付額の減収を見込み必要経費を減額するもの 

③地方創生応援基金積立金                 １，０００万１千円 

   企業版ふるさと納税の寄付を見込み積み立てるもの 

④社会保障・税番号制度関連システム整備委託料         ３２７万８千円 

  社会保障・税番号制度関連システム整備に係る費用 

⑤自立支援給付事業（自立支援給付費）           １，７１０万８千円 

  精算見込みによる増 

⑥生活保護事業（生活保護費）                 １，８９０万円 

   実績見込みによる医療扶助の増 

 

 ※その他は概ね事業実績に伴う精算見込み等による減額補正 

 

＜主な歳入＞ 

・普通交付税                        ９億７１６万８千円 

  交付額の確定による増 

・一般寄付金（ふるさと納税寄付金）            ▲１億５，０００万円 

  令和７年度減収見込額 

・財政調整基金繰入金                ▲１５億４，５８７万３千円 

 ・地方債                         ▲１億４，６３０万円 

 

○繰越明許費       

（追加）２４事業 ３億９５９万６千円 

 

議案第７号 令和７年度東かがわ市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て 
 

○歳入歳出それぞれ  ５３６万３千円を追加 

○補正後の予算総額  ３５億１，０２６万３千円 

  ※精算見込み等による 



議案第８号 令和７年度東かがわ市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）について 
 

○歳入歳出それぞれ  ２，７３３万７千円を減額 

○補正後の予算総額  ５４億４，７８６万４千円 

  ※精算見込み等による 

 

議案第９号 令和７年度東かがわ市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 
 

○歳入歳出それぞれ  ４３４万６千円を減額 

○補正後の予算総額  ７億５６７万円 

 ※精算見込み等による 

 

議案第１０号 令和７年度東かがわ市下水道事業会計補正予算（第２号）について 

【収益的収入】 

 ○２，５００万円を減額 

○補正後の予算総額  ５億１，２００万円 

【収益的支出】 

 ○２，５００万円を減額 

○補正後の予算総額  ５億１，２００万円 

 

 ※精算見込み等による 

 

【資本的収入】 

 ○１億９，６４６万５千円を減額 

○補正後の予算総額  ３億８，８９７万４千円 

【資本的支出】 

○２億６６１万８千円を減額 

○補正後の予算総額  ５億６，１７４万３千円 

 

 ※精算見込み等による 

 

 

 

(当初予算) 

議案第１１号 令和８年度東かがわ市一般会計予算について 

議案第１２号 令和８年度東かがわ市国民健康保険事業特別会計予算について 

議案第１３号 令和８年度東かがわ市介護保険事業特別会計予算について 

議案第１４号 令和８年度東かがわ市後期高齢者医療事業特別会計予算について 

議案第１５号 令和８年度東かがわ市下水道事業会計予算について 

 


